
指定居宅サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準について

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)

第42条第1項等2号並びに第74条第1項及び第2項の規

定に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準」(以下「基準」という。)について

は、平成11年3月31日厚生省令第37号をもって公布され、

平成12年4月1日より施行されるところであるが、基準

の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、

管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図

るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1　基準の性格

1　基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成

するために必要な最低限度を定めたものであり、指定

居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に

努めなければならないこと。

2　指定居宅サービスの事業を行う者が満たすべき基準

を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定は受

けられず、また、運営開始後、基準に違反することが

明らかになった場合は、都道府県知事の指導等の対象

となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を

取り消すことができるものであること。

3　運営に関する基準に従って事業の運営をすることが

できなくなったことを理由として指定が取り消された

直後に再度当該事業者から当該事業所について指定の

申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する

基準を遵守することを確保することに特段の注意が必

要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を

行わないものとすること。

第2　総論

1　事業者指定の単位について

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごと

に行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着

替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすもの
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については、一体的なサービス提供の単位として「事業

所」に含めて指定することができる取扱いとする。

①　利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、

職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

②　職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理される

こと。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所

等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張

所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくな

った場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で

きるような体制）にあること。

③　苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応がで

きる体制にあること。

④　事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料

等を定める同一の運営規程が定められること。

⑤　人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管

理が一元的に行われること。

2　用語の定義

基準第2条において、一定の用語についてその定義を

明らかにしているところであるが、以下は、同条に定義

が置かれている用語について、その意味をより明確なも

のとするとともに、基準中に用いられている用語であっ

て、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにす

るものである。

（1）「常勤換算方法」

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所に

おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下

回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、

当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換

算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間

数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事

する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が

訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であ

って、ある従業者が訪問介護員等と看護婦等を兼務す

る場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護
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員等としての勤務時間だけを参入することとなるもの

であること。

（2）「勤務延時間数」

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事す

る時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準

備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位

置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者

1人につき、勤務延時間数に算入することができる時

間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き勤務時間数を上限とすること。

（3）「常勤」

当該事業所における勤務時間が、当該事業所におい

て定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数。2

時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達してい

ることをいうものである。同一の事業者によって当該

事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業

所の職務と同時並行的に行われることが差し支えない

と考えられるものについては、それぞれに係る勤務時

間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達して

いれば、常勤の要件を満たすものであることとする。

例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事

業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、

指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業

所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計

が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこと

となる。

（4）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サー

ビス以外の職務に従事しないことをいうものである。

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当

該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通

所リハビリテーションについては、サービスの単位ご

との提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤

・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所

リハビリテーションについては、あらかじめ計画され

た勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一

職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービ

ス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事し

ないことをもって足りるものである。

（5）「前年度の平均値」

①　基準第111条第4項（介護老人保健施設である指定通

所リハビリテーション事業所における医師、理学療法

士若しくは作業療法士又は支援相談員の員数を算定す

る場合の利用者の数の算定方法）、第121条第3項（指

定短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は

看護職員の員数を算定する場合の利用者の数の算定方

法）、第142条第2項（老人性痴呆疾患療養病棟を有す

る病院であって介護療養型医療施設でない指定短期入

所療養介護事業所における看護職員又は介護職員の員

数を算定する場合の入院患者の数の算定方法）、第157

条第2項（指定痴呆対応型共同生活介護に係る共同生

活住宅における介護従業者の員数を算定する場合の利

用者の数の算定方法）及び第175条第2項（指定特定施

設における生活相談員、看護職員若しくは介護職員の

人員並びに計画作成担当者の人員の標準を算定する場

合の利用者の数の算定方法）における「前年度の平均

値」は、前年度の各月末日又は各月の最後のサービス

提供日における利用者数をそれぞれ合算し運営月数で

除して得た数とする。

②　新規指定の場合のほか、事業の再開、定員の変更に

際しては、推定数によることとするが、当該推定数は、

地域の実情等を勘案して当該事業所が示したものとし、

その根拠を明確に示すものとする。

③　①・②にかかわらず、利用者数が急激に増加してい

る場合においては、事業者は当該増加に応じた員数の

従業者を確保するものとする。

第3　訪問介護に関する基準

1　人員に関する基準

（1）訪問介護員等の員数（基準第5条第1項）

①　指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数

については、常勤換算方法で2．5人以上と定められた

が、これについては、職員の支援体制等を考慮した

最小限の員数として定められたものであり、各地域

におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪

問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員

を確保するものとする。

②　勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等（以

下「登録訪問介護員等」という。）についての勤務延

時間数の算定については、次のとおりの取扱いとす

る。

イ　登録訪問介護員等によるサービス提供の実績が

ある事業所については、登録訪問介護員等1人当

たりの勤務時間数は、当該事業所の登録訪問介護

員等の前年度の過当たりの平均稼働時間（サービ

ス提供時間及び移動時間をいう。）とすること。

ロ　登録訪問介護員等によるサービス提供の実績が
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ない事業所又は極めて短期の実績しかない等のた

めイの方法によって勤務建時間数の算定を行うこ

とが適当でないと認められる事業所については、

当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものと

して勤務表に明記されている時間のみを勤務延時

間数に算入すること。なお、この場合においても、

勤務表上の勤務時間数は、サービス提供の事態に

即したものでなければならないため、勤務表上の

勤務時間と実態が乖離していると認められる場合

には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象

となるものであること。

③　出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所

の訪問介護員等の勤務延時間数には、出張所等におけ

る勤務延時間数も含めるものとする。

（2）サービス提供責任者（基準第5条第2項）

事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責

任者としなければならないこととされたが、その具体

的取扱は次のとおりとする。

①　管理者がサービス提供責任者を兼務することは差

し支えないこと。

②　サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいず

れかに該当する員数を置くこととする。

イ　当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事

業所における待機時間や移動時間を除く。)が概ね

450時間又はその端数を増すごとに1人以上

ロ　当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその

端数を増すごとに1人以上

従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、

訪問介護員等1人当たりのサービス提供時間が多

い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間

を超えていても、訪問介護員等の人数が10人以下

であれば、ロの基準によりサービス提供責任者は

1人で足りることとなる（具体的には、例えば、

常勤職員4人で、そのサービス提供時間が合わせ

て320時間、非常勤職員が6人で、そのサービス提

供時間が合わせて200時間である場合、当該事業所

の延べサービス提供時間は520時間となるが、ロの

基準により、配置すべきサービス提供責任者は1

人で足りることとなる）。

（3）管理者（基準法6条）

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

とする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の

管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねること

ができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等

である必要はないものである。

①　当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての

職務に従事する場合

②　同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、

特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められ

る範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該

他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職

務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等

の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事

業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併

設される入所施設において入所者に対しサービス提

供を行う看護．介護職員と兼務する場合などは、管

理業務に支障があると考えられる。ただし、施設に

おける勤務時間が極めて限られている職員である場

合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっ

ても差し支えない。）

2　設備に関する基準（第7条）

（1）指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために

必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ま

しいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと

明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室で

あっても差し支えない。なお、この場合に、区分がさ

れていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介

護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば

足りるものとする。

（2）事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等

に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。

（3）指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備

及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄

するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮す

ること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内に

ある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の

事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の

事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使

用することができるものとする。

なお、事務室・区画、又は設備及び備品等について

は、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与

を受けているものであっても差し支えない。

3　運営に関する基準

（1）内容及び手続の説明及び同意

基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対

232



◎指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問

介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の

体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要

な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレ

ット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該

事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同

意を得なければならないこととしたものである。なお、

当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者

双方の保護の立場から書面によって確認することが望

ましいものである。

（2）提供拒否の禁止

基準第9条は、指定訪問介護事業者は、原則として、

利用申込に対しては応じなければならないことを規定

したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由

にサービスの提供を拒否することを禁止するものであ

る。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合と

は、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれな

い場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の

事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対

し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場

合である。

（3）サービス提供困難時の対応

指定訪問介護事業者は、基準第9条の正当な理由に

より、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提

供することが困難であると認めた場合には、基準第10

条の規定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援

事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ないものである。

（4）受給資格等の確認

①　基準第11条第1項は、指定訪問介護の利用に係る

費用につき保険給付を受けることができるのは、要

介護認定又は要支援認定を受けている被保険者に限

られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業

者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介

護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確か

めなければならないこととしたものである。

②　同条第2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅

サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険

者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載さ

れているときは、指定訪問介護事業者は、これに配

慮して指定訪問介護を提供するように認めるべきこ

とを規定したものである。

（5）要介護認定等の申請に係る援助

①　基準第12条第1項は、要介護認定等の申請がなさ

れていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡るこ

とにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給

付の対象となりうることを踏まえ、指定訪問介護事

業者は、利用申込者が要介護認定等を受けていない

ことを確認した場合には、要介護認定等の申請が既

に行われているか否かを確認し、申請が行われてい

ない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速や

かに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならないこととしたものである。

②　同条第2項は、要介護認定等の有効期間が原則と

して6箇月ごとに終了し、継続して保険給付を受け

るためには要介護更新認定又は要支援更新認定を受

ける必要があること及び当該認定が申請の日から30

日以内に行われることとされていることを踏まえ、

指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当

するサービスを含む。）が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護

認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定等の有効期間が終了する30日前に

はなされるよう、必要な援助を行われなければなら

ないこととしたものである。

（6）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

基準第15条は、介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号。以下「施行規則」という。）第64条第1号

イからロまでのいずれかに該当する利用者は、指定訪

問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるこ

とができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施

行規則第64条第1号イからロまでのいずれにも該当し

ない利用申込者又はその家族に対し、指定訪問介護の

提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件

の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他

の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行

わなければならないこととしたものである。

（7）居宅サービス計画等の変更の援助

基準第17条は、指定訪問介護を法定代理受領サービ

スとして提供するためには当該指定訪問介護が居宅サ

ービス計画に位置付けられている必要があることを踏

まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス
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計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等に

より追加的なサービスが必要となり、当該サービスを

法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サー

ビス計画の変更が必要となった場合で、指定訪問介護

事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が

同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居宅介護

支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該

サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合

には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更す

る必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなけ

ればならないこととしたものである。

（8）身分を証する書類の携行

基準第18条は、利用者が安心して指定訪問介護の提

供を受けられるよう、指定訪問介護事業者は、当該指

定訪問介護事業所の訪問介護員等に身分を明らかにす

る証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならないこととしたものである。

この証書等には、当該指定訪問介護事業所の名称、当

該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、当該訪問

介護員等の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ま

しい。

（9）サービスの提供の記録

基準第19条は、利用者及びサービス事業者が、その

時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把

握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、

指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の

提供日、内容(例えば身体介護と家事援助の別)、保険

給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス

計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければな

らないこととしたものである。

（10）　利用料等の受領

①　基準第20条第1項は、指定訪問介護事業者は、法

定代理受領サービスとして提供される指定訪問介護

についての利用者負担として、居宅介護サービス費

用基準額又は居宅支援サービス費用基準額の1割（法

第50条若しくは第60条又は第69条第3項の規定の適

用により保険給付の率が9割でない場合については、

それに応じた割合）の支払を受けなければならない

ことを規定したものである。

②　基準第20条第2項は、利用者間の公平及び利用者

の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指

定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を

受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである

指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経

費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けては

ならないこととしたものである。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪

問介護のサービスと明確に区分されるサービスにつ

いては、次のような方法により別の料金設定をして

差し支えない。

イ　利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別

事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象と

ならないサービスであることを説明し、理解を得る

こと。

ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪

問介護事業所の運営規程とは別に定められているこ

と。

ハ　会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されてい

ること。

③　同条第3項は、指定訪問介護介護事業者は、指定

訪問介護の提供に関して、前2項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅において指定訪問介護を行う場合の交通費

（移動に要する実費）の支払に利用者から受けるこ

とができることとし、保険給付の対象となっている

サービスと明確に区分されないあいまいな名目によ

る費用の徴収は認めないこととしたものである。

④　同条第4項は、指定訪問介護事業者は、前項の交

通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対してその額等に関して説明を

行い、利用者の同意を得なければならないこととし

たものである。

（11）保険給付の請求のための証明書の交付

基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の

請求を容易に行えるよう、指定訪問介護事業者は、法

定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、

費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利

用者に対して交付しなければならないこととしたもの

である。

（12）　指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針

基準第22条及び第23条にいう指定訪問介護の取扱方

針について、特に留意すべきことは、次のとおりであ

る。
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①　提供された介護サービスについては、目標達成の

度合いや利用者及びその家族の満足度等について常

に評価を行うとともに、訪問介護計画の修正を行う

など、その改善を図らなければならないものである

こと。

②　指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常

に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきもので

あること。

（13）訪問介護計画の作成（基準第24条）

①　サービス提供責任者は、訪問介護計画の目標や内

容等については、利用者及びその家族に、理解しや

すい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評

価についても説明を行うものとする。

②　訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況

を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべ

き問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基

づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪

問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービ

スの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにする

ものとする。なお、訪問介護計画書の様式について

は、各事業所毎に定めるもので差し支えない。

③　サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行う

サービスが訪問介護計画に沿って実施されているか

について把握するとともに、助言、指導等必要な管

理を行わなければならない。

（14）　利用者に関する市町村への通知

基準第26条は、偽りその他不正な行為によって保険

給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な

過失等により、要介護状態等又はその原因となった事

故を生じさせるなどした者については、市町村が、法

第22条第1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又

は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができ

ることに鑑み、指定訪問介護事業者が、その利用者に

関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しな

ければならない事由を列記したものである。

（15）緊急時等の対応

基準第27条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急

時の対応方法に基づき速やかに主治の医師（以下「主

治医」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならないこととしたものである。

（16）　管理者及びサービス提供責任者の責務

基準第28条は、指定訪問介護事業所の管理者とサー

ビス提供責任者の役割分担について規定したものであ

り、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従

業者に基準第2章第4節（運営に関する基準）を遵守

させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指

定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等

に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うも

のである。

．

（17）運営規程

基準第29条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及

び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保す

るため、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内

容とする規程を定めることを指定訪問介護事業所ごと

に義務づけたものであるが、特に次の点に留意するも

のとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業

所において、複数のサービス種類について事業者指定

を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、

運営規程を一体的に作成することも差し支えない。（こ

の点については他のサービス種類についても同様とす

る。）。

①　指定訪問介護の内容（第4号）

「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、家事援

助等のサービスの内容を指すものであること。

②　利用料その他の費用の額（第4号）

「利用料」としては、法定代理受領サービスであ

る指定訪問介護に係る利用料（1割負担）及び法定

代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、「そ

の他の費用の額」としては、基準第20条第3項によ

り徴収が認められている交通費の額及び必要に応じ

てその他のサービスに係る費用の額を規定するもの

であること（以下、他のサービス種類についても同

趣旨）。

③　通常の事業の実施地域（第5号）

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特

定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安で

あり、当該地域を超えてサービスが行われることを

妨げるものではないものであること（以下、第53条

第5号、第73条第5号、第82条第5号、第100条第6

号、第117条第6号及び第200条第5号についても同

趣旨。）。

（18）勤務体制の確保等

基準第30条は、利用者に対する適切な指定訪問介護
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の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規

定したものであるが、次の点に留意する必要がある。

①　指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの

勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の

勤務時間、職務の内容、常勤．非常勤の別、管理者

との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明

確にすること。

②　同条第2項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介

護員等によって指定訪問介護を提供するべきことを

規定したものであるが、指定訪問介護事業所の訪問

介護員等とは、雇用契約その他の契約により、当該

事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を

指すものであること。

③　同条第3項は、当該指定訪問介護事業所の従業者

たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関

が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機

会を計画的に確保することとしたものであること。

（19）衛生管理等

基準第31条は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員

等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介

護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべ

きことを規定したものである。特に、指定訪問介護事

業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防し、

また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨

ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど

対策を講じる必要がある。

（20）　秘密保持等

①　基準第33条第1項は、指定訪問介護事業所の訪問

介護員等その他の従業者に、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたもので

ある。

②　同条第2項は、指定訪問介護事業者に対して、過

去に当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他

の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な

措置を取ることを義務づけたものであり、具体的に

は、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業

所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、

従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金につ

いての定めをおくなどの措置を講ずべきこととする

ものである。

③　同条第3項は、訪問介護員等がサービス担当者会

議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有

する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護

支援専門員や他のサービスの担当者と共有するため

には、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書に

より利用者又はその家族から同意を得る必要がある

ことを規定したものであるが、この同意は、サービ

ス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同

意を得ておくことで足りるものである。

（21）　居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

基準第35条は、居宅介護支援の公正中立性を確保す

るために、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業

者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業

者によるサービスを利用させることの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与してはならないことと

したものである。

（22）　苦情処理

①　基準第36条第1項にいう「必要な措置」とは、具

体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当

該事業所における苦情を処理するために講ずる措置

の概要について明らかにし、利用申込者にサービス

の内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要に

ついても併せて記載するとともに、事業所に掲示す

ること等である。

②　同条第2項は、介護保険法上、苦情処理に関する

業務を行うことが位置付けられている国民健康保険

団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁で

あり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関

する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村

についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定

訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、

助言を行えることを運営基準上、明確にしたもので

ある。

（23）　事故発生時の対応

基準第37条は、利用者が安心して指定訪問介護の提

供を受けられるよう、指定訪問介護事業者は、利用者

に対する指定訪問介護の提供により事政が発生した場

合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る

居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な

措置を講じるべきこととするとともに、利用者に対す

る指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない

こととしたものである。

このほか、以下の点に留意するものとする。

①　利用者に対する指定訪問介護の提供により事散が
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発生した場合の対応方法については、あらかじめ指

定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。

②　指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入して

おくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。

③　指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその

原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるこ

と。

（24）会計の区分

基準第38条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介

護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介

護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけれ

ばならないこととしたものであるが、具体的な会計処

理の方法等については、別に通知するところによるも

のであること。

（25）　記録の整備

基準第39条第2項により、指定訪問介護事業者は、

少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から2年間

備えておかなければならないこととしたものであるこ

と。

①　指定訪問介護に関する記録

イ　訪問介護計画書

ロ　提供した個々の指定訪問介護に係る記録

②　基準第26条に係る市町村への通知に係る記録

4　基準該当訪問介護に関する基準

（1）訪問介護員等の員数（基準第40条）

基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員

数については、3人以上と定められたが、これについ

ては、訪問介護員等の勤務時間の多寡にかかわらず員

数として3人以上確保すれば足りるものである。ただ

し、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数等

を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。

その他については、指定訪問介護事業所の場合と同趣

旨であるため第3の1の(1)及び(2)に準じて取り扱うべ

きものである。

なお、サービス提供責任者については、常勤である

必要はないが、指定訪問介護における配置に準じて配

置することが望ましい。

（2）管理者（基準第41条）

指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるため、

第3の1の（3）を参照されたい。ただし、管理者は常勤

である必要はないことに留意するものとする。

（3）設備及び備品等

基準第42条は、基準該当訪問介護事業所の設備及び

備品等についての規定であるが、指定訪問介護事業所

の場合と基本的に同趣旨であるため、第3の2を参照

されたい。

（4）運営に関する基準

基準第43条の規定により、基準第15条、第20条第1

項及び第36条第3項を除き、指定訪問介護の運営に関

する基準が基準該当訪問介護に準用されるものである

ため、第3の3の(1)から(5)まで及び(7)から(25)まで((10)

の①を除く。)を参照されたい。この場合において、準

用される基準第20条第2項の規定は、基準該当訪問介

護事業者が利用者から受領する利用料について、当該

サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もなら

ない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支

援サービス費を算定するための基準となる費用の額(100

分の90を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じ

ることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象

となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならな

いサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方

への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止す

る趣旨である。なお、当該事業所による訪問介護が複

数の市町村において基準該当訪問介護と認められる場

合には、利用者の住所地によって利用料が異なること

は認められないものである。
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